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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年１月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員   岡 本 満喜子 

 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 令和３年７月３１日 １４時００分ごろ 

発生場所 千葉県南房総市平島西方沖 

小浦港西防波堤灯台から真方位２６６°２.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°０４.６′ 東経１３９°４７.１′） 

事故の概要  プレジャーボートANGEL
エンジェル

 PLANET
プ ラ ネッ ト

は、北進中、同乗者４人が急減速に

より飛ばされてハンドレール等にぶつけて負傷した。 

事故調査の経過  令和３年９月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート ANGEL PLANET、１２トン 

 ２３０－４００００東京、江商運輸株式会社 

 １０.８０ｍ（Lr）×３.７８ｍ×２.２７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、３９７.１８kＷ（合計）、平成１１年２月

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 乗組員等に関する情報 船長 ５１歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２４年７月１７日 

  免許証交付日 平成２９年５月２９日 

         （令和４年７月１６日まで有効） 

同乗者Ａ ７３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

フライング 

  ブリッジ 
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  免許登録日 平成７年１２月２６日  

  免許証交付日 令和３年６月２２日 

         （令和８年６月２８日まで有効） 

同乗者Ｂ ３１歳 

同乗者Ｃ ４６歳 

同乗者Ｄ １５歳 

同乗者Ｅ ４６歳 

 死傷者等 重傷 ２人（同乗者Ｂ、同乗者Ｃ）、軽傷 ２人（同乗者Ｄ、同乗者

Ｅ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好  

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人６人（以下「同乗者Ａ、同乗

者Ｂ、同乗者Ｃ、同乗者Ｄ、同乗者Ｅ及び同乗者Ｆ」とそれぞれい

う。）を乗せ、海水浴の目的で、千葉県南房総市富浦漁港に向け、令

和３年７月３１日０９時３０分ごろ、京浜港東京区所在のマリーナを

出航し、１１時３０分ごろ富浦漁港に到着し、海水浴を行って昼食を

とり、１３時００分ごろ帰航を始めた。 

 本船は、前部甲板の船尾方に同乗者Ｂ及び同乗者Ｃが座り、同甲板

の船首方に同乗者Ｄ及び同乗者Ｅが座ってハンドレールに掴
つか

まり、 

キャビンの椅子に同乗者Ｆが腰を掛けた状態で、富浦漁港を出港した

のち、同漁港内を約５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

から、徐々に増速した。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 前部甲板上の同乗者Ｂ、同乗者Ｃ、同乗者Ｄ及び同乗者Ｅの

状況（イメージ） 

 

本船は、船長がフライングブリッジ左舷側の操縦席に腰を掛けて操

船し、同乗者Ａが操縦席の右側にある助手席に腰を掛け、約２０kn の

速力で北進した。 

船長は、助手席に腰を掛けている同乗者Ａに顔を向けて会話をしな

同乗者Ｅ 同乗者Ｄ 

同乗者Ｃ 

同乗者Ｂ 
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がら、左舷船首方のプレジャーボートに気付かないまま航行していた

ところ、同乗者Ａが同プレジャーボートに気付き、引き波により本船

が動揺し、前部甲板にいる同乗者４人の身に危険を感じて機関の回転

を下げるよう船長に助言をした。 

船長は、１４時００分ごろ船首方に流木等の障害物があるのだろう

と思い、スロットルレバーで両舷機の回転を一気に下げた。 

同乗者Ｂ及び同乗者Ｃは、船首方に飛ばされ、揚錨機及び右舷側ハ

ンドレールに、また、同乗者Ｄ及び同乗者Ｅは、ハンドレール等に、

それぞれ身体をぶつけて負傷した。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       写真３ スロットルレバーの状況 

 

船長及び同乗者Ａは、同乗者の負傷状況を確認し、直ちに治療が必

要だと考え、一番近い保田漁港に向かうこととし、船長が１１８番通

報及び救急車を要請した後、１４時３０分ごろ同漁港に入港した。 

同乗者Ｂ、同乗者Ｃ、同乗者Ｄ及び同乗者Ｅは、それぞれ救急車に

よって千葉県内の病院及び鋸南
きょなん

町の病院に搬送され、同乗者Ｂが右肋

骨骨折、右血気胸及び右肺挫傷、同乗者Ｃが右鎖骨遠位端骨折、同乗

者Ｄが外傷性歯
し

冠
かん

破
は

折
せつ

、同乗者Ｅが頚部挫傷及び腰部挫傷とそれぞれ

診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、小型船舶操縦免許証を取得後、本船の操船経験が約３年で

あった。 

船長は、富浦漁港を出港後、同乗者に周囲の景色を堪能してもらお

うと思っていた。 

船長は、速力を上げる前に同乗者全員をキャビンに案内しておけば

よかったと本事故後に思った。 

同乗者Ｂ、同乗者Ｃ、同乗者Ｄ及び同乗者Ｅは、本事故当時、救命

約２０knの位置 

スロットルレバー 

一気に下げた位置 
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胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、平島西方沖を北進中、船長が、同乗者Ａに顔を向けて会話

をしながら航行していたところ、左舷船首方のプレジャーボートに気

付かないまま、同乗者Ａから機関の回転を下げるよう助言を受けたと

き、スロットルレバーで両舷機の回転を一気に下げた際、前部甲板に

いた同乗者がキャビンに案内されていなかったことから、前部甲板に

いた同乗者Ｂ及び同乗者Ｃが急減速により船首方に飛ばされて揚錨機

及び右舷側ハンドレールに、また、同乗者Ｄ及び同乗者Ｅが急減速に

より、それぞれハンドレール等にぶつけて負傷したものと考えられ

る。 

船長は、富浦漁港を出港後、前部甲板にいた同乗者に周囲の景色を

堪能してもらおうと思い、キャビンに同乗者を案内していなかったも

のと考えられる。 

船長は、同乗者Ａに顔を向けて会話をしながら航行したことから、

左舷船首方のプレジャーボートに気付かなかったものと考えられる。 

船長は、同乗者Ａから回転を下げるよう助言を受けたとき、船首方

に流木等の障害物があると思ったことから、スロットルレバーで両舷

機の回転を一気に下げたものと考えられる。 

同乗者Ａは、左舷船首方を航行しているプレジャーボートの引き波

により、前部甲板にいる同乗者の身に危険を感じたことから、船長に

回転を下げるよう助言をしたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が平島西方沖を北進中、船長が、同乗者Ａに顔を向

けて会話をしながら航行していたところ、左舷船首方のプレジャー 

ボートに気付かないまま、同乗者Ａから機関の回転を下げるよう助言

を受けてスロットルレバーで両舷機の回転を一気に下げた際、前部甲

板にいた同乗者がキャビンに案内されていなかったため、前部甲板に

いた同乗者Ｂ及び同乗者Ｃが急減速により船首方に飛ばされて揚錨機

及び右舷側ハンドレールに、また、同乗者Ｄ及び同乗者Ｅが急減速に

より、それぞれハンドレール等にぶつけたことにより発生したものと

考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、出航後、乗船者をキャビンに案内すること。 

・船長は、航行中、周囲の見張りを適切に行い、他船を認め、航行

に支障がある場合、早期に減速するなどの措置を採ること。 

・船長は、緊急時を除き、急停止の操作を行わないこと。 
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・小型船舶の乗船者は、暴露甲板上において、常時、救命胴衣を着

用すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

千葉県 

南房総市 

富浦漁港 

平島 

保田漁港 

事故発生場所 

（令和３年７月３１日 １４時００分ごろ発生） 

約２０kn 


